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「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」（意見具申）概要

昨年８月に中央環境審議会循環型社会部会に太陽光発電設備リサイクル制度小委員会を設置。同年９月以降、
産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループと
の合同会議で議論を行い、パブリックコメントを経て、本年３月に意見具申を取りまとめ。

⚫ 現状
➢ 2030年代後半以降に使用済太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万トン程度
となる。現行法ではリサイクルを義務付けていないため、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処
理全体に支障が生じるおそれがある。

➢ FIT/FIP制度では事業者に事業規律の確保等を求めているが、今後増加が見込まれる非
FIT/FIP設備への対応や、事業終了後に発生する放置等の不適正管理への懸念についても留意
する必要がある。

意見具申の概要

一定の技術を有する太陽光パネルの再資源化事業の認定制度
を創設し、質の高くかつ費用効率的な資源循環を実現。

• 重量の約６割を占めるガラスの資源循環が進むよう、質の高いリ
サイクルが必要。また、費用効率的な再資源化には、処理能力の
確保と広域的な回収が必要。

認定事業者への太陽光パネルの引渡し等の実施等を義務付け、
確実な再資源化を実施。

• リサイクルより安価な埋立処分が選択され、十分な再資源化が行
われていない。

再資源化費用の納付を製造業者等に義務付けること等により、
再資源化に要する費用を確保。

• 再資源化の確実な実施を担保するためには、費用を確保する仕
組みが必要。

課 題 対応の方向性※
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＜太陽光パネルの排出量予測＞

• 事業終了後の太陽光発電設備の放置や不法投棄の発生が地
域で懸念されている。

上記費用の確保を行うとともに、太陽光発電設備に関する情報
や廃棄・リサイクルに関する情報を自治体を含めた関係者間で共
有する仕組みを構築し、放置や不法投棄を防止。

※政府においては、本提言を踏まえ、法制的な見地から、具体的な制度設計について検討を深めていくべき。
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